
重度障害者が安心して暮らせるグループホームの設置促進
県では、入所施設等から地域生活への移行を進めるため、重度の障害者も安心して生活できるグループホームの

整備促進を以下により行っています。

１ 整備補助（重度障害者グループホーム整備促進事業（県単独事業・R8予算：２４，０００千円））
入所施設等から地域生活への移行のため、空き家等を重度障害者が入居できるグループホームに改修するた

めの補助事業
（１）募集時期：５月頃
（２）補助上限額（補助率 県３/４ 法人１/４）

・スプリンクラー設備工事有り：８，０００千円
・スプリンクラー設備工事無し：６，０００千円

（３）補助対象法人…障害者支援施設、生活介護又は共同生活援助を行う事業所を運営している法人であるこ
と。この他、重度障害者の支援実績等の要件や、整備後に重度障害者の入居を担保するための規定あり。

２ 研修事業（埼玉県障害者グループホーム職員研修（世話人、生活支援員向け））
（１）募集時期：９月頃
（２）基礎研修…支援事例や講義を通じて、入居者支援に必要な知識を学ぶ。

※研修受講者が、当該研修の内容に基づき当該年度内にグループホーム職員に対し研修を行うことで、「事業所職員に対し年１回
以上実施する必要がある「虐待の防止のための研修」」（指定基準第４０条の２）とすることも可能。

（３）スキルアップ研修…強度行動障害の方など支援が極めて難しい障害者の支援スキルを学ぶ。

３ 登録制度（彩の国重度障害者支援・あんしん宣言グループホーム）
重度障害者が入居しているグループホームの運営事業者が自ら入居者支援の安心宣言を行い、基準に適合す

るグループホームを、県が登録・公表する。
（１）ホームページ：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/anshinsengen-grouphome.html
（２）登録申請期間：毎年度６月１日から６月３０日まで 【予定】
（３）登 録 期 間 ：３年間
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